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衆
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君
提
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再
質
問
に
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す
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答
弁
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一
及
び
二
に
つ
い
て

「
日
本
経
済
の
進
路
と
戦
略－

開
か
れ
た
国
、
全
員
参
加
の
成
長
、
環
境
と
の
共
生－

」
（
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
閣

議
決
定
）
の
参
考
試
算
等
の
計
算
結
果
は
、
経
済
政
策
を
検
討
す
る
際
に
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
経
済
政
策

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
時
々
の
経
済
状
況
等
を
十
分
に
踏
ま
え
て
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
政
府

と
し
て
は
、
我
が
国
の
極
め
て
厳
し
い
財
政
状
況
を
放
置
す
れ
ば
、
財
政
の
持
続
可
能
性
に
対
す
る
疑
念
の
高
ま
り
が
経
済

成
長
自
体
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
財
政
再
建
が
な
け
れ
ば
持
続
的
な
経
済
成
長
も
実
現
し
な
い
と
の
考
え
方
に
基
づ

き
、
「
経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二
〇
〇
六
」
（
平
成
十
八
年
七
月
七
日
閣
議
決
定
）
及
び
「
経
済

財
政
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
〇
七
」
（
平
成
十
九
年
六
月
十
九
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
基
本
方
針
二
〇
〇
七
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
、
歳
出
・
歳
入
一
体
改
革
を
実
行
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
実
現
に
向
け
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
お
り
、

ま
た
、
基
本
方
針
二
〇
〇
七
に
お
い
て
、
予
算
編
成
の
原
則
と
し
て
、
景
気
を
支
え
る
た
め
に
政
府
が
需
要
を
積
み
増
す
政

策
を
と
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


